
◆ふるさと新座館ホール使用料◆（令和元年１０月１日～）

備考

１ 祝日等とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日、土曜日及び日曜日をいい、平日とは、

祝日等以外の日をいう。

２ 市外居住者が利用する場合は、この表の使用料に０．５を乗じて得た額を加算する。

３ 営利又は宣伝に類する行為を目的として利用する場合は、この表の使用料に１を乗じて得た

額を加算する。

４ ホールを練習又は準備のみに利用する場合は、この表により算出して得た使用料に０．３を

乗じて得た額を減額する。

５ 許可を受けた利用時間を超過した場合は、この表により算出して得た使用料に０．３を乗じ

て得た額を加算する。

６ この表により算出して得た使用料の額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

施設等 使用料（単位 円）

午前

（午前９時～正

午）

午後

（午後１時～午

後４時３０分）

夜間

（午後５時３０

分～午後９時３

０分）

全日

（午前９時～午後

９時３０分）

ホール 平日 ６，２８０ １１，５２０ １４，６６０ ３０，３８０

祝日等 ８，３８０ １４，６６０ １９，９００ ３９，８００

楽屋１ ５２０ ５２０ ５２０ １，３６０

楽屋２ ５２０ ５２０ ５２０ １，３６０

リハーサル室 ６２０ ９４０ １，２５０ ２，５１０


